
第４回
芝山町議会定例会

　
　�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　
　（
議
案
第
1
号
）

　
耐
震
性
貯
水
槽
新
設
工
事
に
つ
い
て
、

躯
体
設
置
に
か
か
る
準
備
工
お
よ
び
掘

削
工
な
ど
に
当
初
見
込
む
こ
と
が
で
き

な
い
工
種
が
生
じ
、
工
事
費
が
増
額
し

た
。
そ
の
た
め
一
般
会
計
予
算
を
専
決

処
分
し
た
の
で
、
こ
れ
を
報
告
し
承
認

を
求
め
る
。

補
正
前
　
４
，
９
９
８
，
１
０
７
千
円

補
正
額
　
　
　
　
　
７
，
８
２
９
千
円

補
正
後
　
５
，
０
０
５
，
９
３
６
千
円

　
　 

工
事
請
負
契
約
の
変
更
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
　
　（
議
案
第
2
号
）

　
当
該
工
事
の
盛
土
に
つ
い
て
、
採
取

予
定
の
山
砂
が
盛
土
に
適
さ
ず
、
盛
土

用
土
砂
を
購
入
土
へ
変
更
す
る
必
要
が

生
じ
た
た
め
、
工
事
内
容
を
変
更
す
る
。

■ 

契
約
の
目
的
　（
仮
）
空
港
の
見
え

る
丘
整
備
工
事

■
工
事
の
場
所
　
芝
山
町
岩
山
地
先

■
契
約
の
金
額
　

　
変
更
前
　
９
４
，６
９
４
，４
０
０
円

　
変
更
後
　
９
９
，２
８
９
，８
０
０
円

■ 

契
約
の
相
手
方
　
山
武
郡
芝
山
町
大

里
１
５
５
３
│

３
　

　
萩
原
土
建
株
式
会
社
　

　
代
表
取
締
役
　
萩
原
　
仁

■ 

工
期
　
芝
山
町
議
会
の
可
決
を
受
け

た
日
の
翌
日
か
ら
平
成
28
年
3
月
25

日
ま
で

主 

な 

内 

容

　12月8日から11日にかけて、平成27年第4回芝山町議会
定例会が開催されました。上程された議案16件と追加議案
2件は全て可決されました。

総務課�行政係�☎77‐３９０１問

　
　�

芝
山
町
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個

人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
3
号
）

　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
、「
番
号
法
」
と
い

う
。）
の
施
行
に
伴
い
、
町
民
の
利
便

性
や
事
務
の
効
率
性
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
個
人
情
報
の
利
用
事
務
に
つ

い
て
、
条
例
を
制
定
す
る
。

■
個
人
番
号
の
利
用
範
囲

① 

子
ど
も
医
療
に
要
す
る
費
用
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
助
成
す
る
事
務

② 

母
子
（
父
子
）
家
庭
の
母
（
父
）
お

よ
び
そ
の
児
童
に
対
し
医
療
費
等
の

一
部
を
助
成
す
る
事
務

③ 

重
度
心
身
障
害
者
（
児
）
等
に
対
し

医
療
費
の
一
部
を
助
成
す
る
事
務

④
就
学
援
助
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務

⑤ 

私
立
幼
稚
園
に
交
付
す
る
就
園
奨
励

費
に
関
す
る
事
務

■
施
行
期
日

　
平
成
28
年
1
月
1
日
施
行

　
　�
芝
山
町
農
業
委
員
会
の
委
員
及
び

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
定

数
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　（
議
案
第
4
号
）

　
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
改

正
を
踏
ま
え
、
条
例
を
制
定
す
る
。

■
委
員
の
定
数

　
農
業
委
員
　
13
人

　
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
　
7
人

■
委
員
の
報
酬
額

　
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　
　
３
０
，
４
０
０
円
（
月
額
）

※ 

農
業
委
員
会
会
長
お
よ
び
委
員
の
額

は
従
前
の
と
お
り

■
施
行
期
日

　
平
成
28
年
4
月
1
日
施
行

　
　�

芝
山
町
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
　

　
　
　
　
　
　
　（
議
案
第
5
号
）

　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
た
め
、
現
条
例
の
整
備
を
行
う
（
第

1
条
）。
ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
に
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
の
発

行
に
つ
い
て
追
加
す
る
（
第
2
条
）。

■
施
行
期
日

　
第
1
条
の
規
定
は
平
成
28
年
1
月
1

日
か
ら
、
第
2
条
の
規
定
は
公
布
の
日

か
ら
起
算
し
て
4
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

　
　�

芝
山
町
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
議
案
第
6
号
）

広報しばやま�
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平成27年度12月補正予算（議案第12～16号）（単位：千円）

会計名 補正の内容 補正前の額 補正後の額

一般会計
（第12号）

歳入は、国庫支出金、県支出金、繰
入金、繰越金および諸収入を増額す
る。
歳出は総務管理費、選挙費、清掃費、
農業費、道路橋梁費、教育総務費お
よび学校給食費を増額する。
また、繰越明許費の設定および債務
負担行為の補正を行う。

5,005,936 5,032,804

特
　
別
　
会
　
計

国民健康
保　　険
（第13号）

歳入は、国庫支出金、県支出金およ
び繰越金を増額し、前期高齢者交付
金を減額する。
歳出は、療養諸費、葬祭諸費、償還
金および還付加算金を増額し、後期
高齢者支援金等を減額する。

1,345,854 1,356,897

農業集落
排水事業
（第14号）

歳入は、繰入金を増額する。
歳出は、事業費を増額する。 72,061 72,925

公共下水道
事業

（第15号）

歳入は、繰入金を増額し、諸収入を
減額する。
歳出は、総務管理費を増額する。

418,760 418,953

介護保険
（第16号）

歳入は、国庫支出金、支払基金交付
金、県支出金、繰入金および繰越金
を増額し、保険料を減額する。
歳出は、介護予防サービス等諸費お
よび基金積立金を増額する。

583,543 587,901

　
番
号
法
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
利
用
し
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ

ス
で
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が
行
え

る
よ
う
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

■
施
行
期
日

　
平
成
28
年
1
月
1
日
施
行

　
　�

芝
山
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
7
号
）

　
平
成
27
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、

一
定
の
事
項
に
つ
い
て
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
条
例
で
定
め
る
仕
組
み
と
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
国
税
の
基
準
に
準
拠
す

る
こ
と
と
し
、
芝
山
町
税
条
例
を
改
正

す
る
。

■
施
行
期
日

　
平
成
28
年
4
月
1
日
施
行

　
　�

芝
山
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
　
（
議
案
第
8
号
）

　
地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
が
平
成
27
年
9
月
30
日
に

公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
方
税
当

局
へ
提
出
す
る
申
告
書
等
の
様
式
に
、

番
号
制
度
に
基
づ
く
個
人
番
号
ま
た
は

法
人
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
が
加
え
ら

れ
た
。
そ
の
た
め
関
連
条
文
を
整
え
る

必
要
が
生
じ
た
の
で
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
。

■
施
行
期
日

　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
　�

芝
山
町
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　（
議
案
第
9
号
）

　
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に
住
民
票

記
載
事
項
証
明
書
を
追
加
す
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

■
施
行
期
日

　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
　�

芝
山
町
下
水
道
条
例
の
一
部
を
　

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　（
議
案
第
10
号
）

　
下
水
道
法
施
行
令
に
規
定
す
る
下
水

道
を
使
用
す
る
特
定
事
業
者
に
対
す
る

排
水
基
準
の
う
ち
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
に
係
る
排
水
基
準
が
強
化
さ
れ
た

た
め
、
同
施
行
令
を
引
用
し
て
い
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

■
施
行
期
日

　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
　�

山
武
郡
市
広
域
行
政
組
合
規
約
の

変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
　

　
　
　
　
　
　
　（
議
案
第
11
号
）

　
行
政
不
服
審
査
法
に
規
定
す
る
機
関

の
設
置
お
よ
び
運
営
に
つ
い
て
、
規
約

第
3
条
に
共
同
処
理
す
る
事
務
と
し
て

追
加
す
る
た
め
関
係
地
方
公
共
団
体
と

協
議
す
る
に
あ
た
り
議
会
の
議
決
を
求

め
る
。

　
　�

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
報
告
第
1
号
）

　
町
道
を
走
行
中
、
タ
イ
ヤ
を
損
傷
し

た
車
両
の
物
損
事
故
に
つ
い
て
、
損
害

賠
償
の
額
を
決
定
し
、
和
解
し
た
こ
と

に
つ
い
て
報
告
す
る
。

　
　�

芝
山
町
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に

つ
き
議
会
の
意
見
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

（
追
加
議
案
第
1
号
）

　
芝
山
町
人
権
擁
護
委
員
に
つ
い
て
、

次
の
者
を
推
薦
し
た
い
の
で
議
会
の
意

見
を
求
め
る
。

　
氏
名
　
萩
原
　
道
夫
（
再
任
）

　
氏
名
　
簾
　
　
節
子
（
新
任
）

　
　�

芝
山
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
選
任
に
つ
き
議
会
の
同

意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
　
　

　（
追
加
議
案
第
2
号
）

　
芝
山
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
に
つ
い
て
、
次
の
者
を
選
任
し
た

い
の
で
議
会
の
同
意
を
求
め
る
。

氏
名
　
岩
澤
　
正
美
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